
令 和 ６ 年 ６ 月 定 例 会

文 教 厚 生 委 員 会 説 明 資 料

こ ど も 未 来 部
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Ⅰ　提  出　予　定　案  件
 １　一般会計予算

　（１）　歳入歳出予算

　　　ア　総　括　表　  

　　　　一　般　会　計 （単位：千円）

分 担 金 使 用 料
負 担 金 手 数 料

 

3,360,868 0 3,360,868 372,214 8,118 108,500 2,872,036

(1,333) (667)  

7,873,709 2,000 7,875,709 226,179 2,707 493,158 7,153,665

(14,854) (9,396)  

3,902,357 24,250 3,926,607 1,244,570 16,771 432 174,970 9,100 21,000 2,459,764

(16,187) (10,063)  

15,136,934 26,250 15,163,184 1,842,963 16,771 3,139 0 8,118 776,628 9,100 21,000 12,485,465

注：（　　）数字は，補正額の財源の再掲である。

財　　　　　　　　　　　　源　　　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　　　訳

区　　　分 補正前の額 補　正　額 計
特　　　　　　　　　　　　定　　　　　　　　　　　　財　　　　　　　　　　　　源

一般財源
国支出金 寄 付 金 財産収入

計

繰 入 金 諸 収 入 県    債

こ ど も 未 来 政 策 課

子 育 て 応 援 課

青少年・こども家庭課
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イ　課別主要事項説明

　　子育て応援課

　 （ア）一　般　会　計 （単位：千円）

目　　　　名 補正前の額 補　正　額 計

計 画 調 査 費 1,409 0 1,409

児童福祉総務費 2,460,625 0 2,460,625

児 童 措 置 費 3,710,453 0 3,710,453

公衆衛生総務費 1,701,222 2,000 1,703,222 ①　母子保健対策費 ( 2,000 )

　ア　  安全安心な出産支援事業 2,000

摘　　　　　　　　　　　　要

子 育 て 応 援 課
合 計

7,873,709 2,000 7,875,709

新
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　　青少年・こども家庭課

　 （ア）一　般　会　計 （単位：千円）

目　　　　名 補正前の額 補　正　額 計

一 般 管 理 費 223 0 223

計 画 調 査 費 2,000 0 2,000

青少年女性対策費 180,945 0 180,945

児 童 福 祉 総 務 費 1,080,979 24,250 1,105,229 ①　児童虐待防止等対策費 （ 24,250 ）

　ア　　こども家庭支援連携強化事業 24,250

児 童 措 置 費 1,765,013 0 1,765,013

母 子 福 祉 費 851,864 0 851,864

児 童 福 祉 施 設 費 21,333 0 21,333

摘　　　　　　　　　　　　要

青少年・こども家庭課
合 計

3,902,357 24,250 3,926,607

新

-5-



２ その他の議案等

（１）条例案

ア 徳島県こども未来関係手数料条例（こども未来政策課）

(ｱ) 制定の理由

組織の再編によりこども未来部が設置されたことに伴い、こども未来関係の事務に係る手数料について定める必要があ

る。

(ｲ) 制定の概要

組織の再編によりこども未来部が設置されたことに伴い、こども未来関係の事務に係る手数料について定めることとす

る。

(ｳ) 施行期日

この条例は、公布の日から施行する。

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部を改正する条例

（子育て応援課）

(ｱ) 改正の理由

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣

総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに鑑み、幼保連携型認定こ

ども園以外の認定こども園における職員配置の要件を改める必要がある。

(ｲ) 改正の概要

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園における職員配置の要件を改めることとする。

(ｳ) 施行期日

この条例は、公布の日から施行する。
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(２) 令和５年度繰越明許費繰越計算書

　　ア　 一  般  会  計

国 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

円 円 円 円 円 円 円

992,590,000 400,000 400,000

円 円 円 円 円 円 円

132,324,000 74,402,000 74,402,000

円 円 円 円 円 円 円

（繰入金）

22,563,000

（繰入金）

22,563,000

（繰入金）

22,563,000 33,264,000こども未来部　合計 3,345,592,000 180,602,000 124,775,000

1,344,688,000 95,966,000 43,973,000 29,430,000

22,563,000

計

児 童 虐 待 防 止 等
対 策 費

277,636,000

762,862,000 5,609,000 5,609,000

67,794,000 43,973,000 23,821,000

児 童 健 全 育 成
対 策 費

3,834,000

青少年・こども
家 　 庭  　課

母子福祉等対策費
304,190,000

3,834,000

計 1,008,314,000 84,236,000 80,402,000

特 別 保 育 対 策 費 875,990,000 9,834,000 6,000,000子 育 て 応 援 課

児童福祉施設整備
事 業 費

こ ど も 未 来
政  　策　  課

私 立 学 校 振 興 費

課　　名 事　　業　　名 金　　額 翌年度繰越額

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

既 収 入
特定財源

　　　　未  収  入  特  定  財  源
一 般 財 源
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